
クラブ愛知会則 
第１章  総 則 

第１条（名称） 
 会の名称はクラブ愛知（以下「本会」という）とする。 
第２条（目的） 
 本会は会員の業務発展および会員相互の親睦を図り、母校愛知大学の社会的評価の向上に寄与

することを目的とする。 
第３条（事業） 
 本会は前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。 

（1） 会員の研修及び情報交換に関すること 
（2） 会員名簿、会報及び情報資料の発行に関すること 
（3） 例会の開催に関すること 
（4） 前各号に掲げるもののほか本会の目的を達成するために必要なこと 

 
第２章  会 員 

第４条（会員） 
 本会の会員は愛知大学同窓生及びそれに準ずる者とする。 
第５条（入会） 
 本会に入会を希望する者は会員の推薦により所定の入会申込書を提出し役員会の審査を 
経て入会がみとめられれば入会金及び年会費を納入し会員に登録する。 
2 入会に関する細則は別に定める。 
第６条（会費） 
 会員は本会の会費を納入しなければならない。 
2 会費は入会金 10,000 円、年会費 30,000 円とする。ただし年会費は入会日から年度末までに６

か月を満たないときは 15,000 円とする。 
 

第３章  役 員 
第７条（役員） 
 本会は次の役員を置く。 
（1） 会長  １名 
（2） 副会長 若干名 
（3） 幹事  若干名（内１名を会計とする） 
（4） 監事  若干名 

2 監事は他の役員を兼ねることはできない。 
第８条（役員の選任） 
 役員の選任は次のとおりとする。 
（1） 会長は総会において選任する 
（2） 副会長は会長が指名する 
（3） 幹事は会長が指名する 
（4） 監事は総会において選任する 

第９条（役員の職務および権限） 
 会長は本会を代表し、その会務を統括する。 
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員の時はその職

務を行う。 



3 幹事は会務の執行に参画する。幹事の互選により幹事長及び副幹事長を置く。 
4 会計は本会の会計業務を行う。 
5 監事は本会の会計を監査する。 
第１０条（役員の任期） 
 役員の任期は２年とする。ただし、再選を妨げない。 
2 役員に欠員が生じても会務の運営に支障が生じない限り直ちにおぎなうことはしない。 

 
第４章  会 議 

第１１条（会議の種類） 
 本会の会議は次のとおりとする。 
（1） 総会 
（2） 役員会 

第１２条（総会） 
 総会は定時総会及び臨時総会とする。 
2 定時総会は年１回、年度末から 90 日以内に開催する。 
3 臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。 
第１３条（総会の議決事項） 
 総会においては次に掲げる事項を議決する。 

（1） 会則の制定及び改廃に関すること 
（2） 会長及び監事の選任に関すること 
（3） 予算の決定及び決算の承認に関すること 
（4） 前各号に掲げるもののほか役員会において総会に付議すべき旨を議決したこと 

第１４条（役員会） 
 役員会は会長、副会長、及び幹事をもって構成する。 
2 役員会においては次に掲げる事項を議決する。 
（1） 細則の制定及び改廃に関すること 
（2） 事業計画に関すること 
（3） 総会に付議すべき議案に関すること 
（4） 例会の開催計画に関すること 
（5） 入会希望者の審査に関すること 
（6） 前各号に掲げるもののほか重要な業務の執行い関すること 

 
第５章  会 計 

第１５条（会計年度） 
 本会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
第１６条（経費） 
 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもって支弁し、本会の運営に必要な事務費、慶弔費

等に充当する。 
第１７条（予算） 
 会長は役員会の議決を経て翌年度の予算案を作成し定時総会に提出しなければならない。 
2 会長は当該年度の予算が成立するまでの間は前年度予算の範囲内において予算を執行するこ

とができる。 
第１８条（決算報告書） 
 会長は毎会計年度終了後本会の収入及び支出の決算報告書を作成し監事に提出しなければなら

ない。 



2 監事は前項の決算報告書を監査しなければならない。 
3 会長は定時総会に前項の決算報告書を提出し、その承認を受けなければならない。 
 

第６章  業務分掌 
第１９条（幹事の担当事務） 
 幹事は役員会の定めるところにより、事業、財務、広報等の事務、例会における講師の選考等

本会の運営をそれぞれ担当しなければならない。 
第２０条（事務局） 
 本会に事務を補助させるため事務局を置く。 
2 事務局は愛知大学校友課内に置く。 
 

第７章  補 則 
第２１条（顧問及び相談役） 
 本会に顧問及び相談役を置くことができる。 
2 顧問及び相談役は役員会の議決により会長が委嘱する。 
3 顧問及び相談役は必要に応じて意見を述べ諮問に答えることができる。 
第２２条（会費の免除） 
 役員会は特別寄付金を納入した者の会費を免除することができる。 
第２３条（会費滞納者の扱い） 
 会費を引き続き１年以上滞納した者は特別の事情がない限り退会したものと扱う。 
 
 
付則 
本会則は昭和５６年１月より実施する。 
平成４年１月改訂 
平成２０年１月３１日改訂 
平成２２年３月９日改訂 
平成２２年５月１１日改訂 
平成２５年１２月１７日改訂 
平成２７年７月２９日改訂 
平成３０年５月９日改訂 

令和元年５月１４日改訂 


